
新型コロナウイルスにかかる
安平町経済対策商工事業者等支援金について
申請期限が迫っています。まだ、申請を行っていない方は、お早めにお願いします。

申請手続き
申請書類　�町ホームページからダウンロードしてください。また、総合庁舎（産業経済課）、総合支所

（住民サービス課）でも配布しています。
申 請 先　①商工会員の方　安平町商工会
　　　　　②商工会員以外の方　産業経済課商工労働観光グループ
申請方法　郵送または持参
申請書類　①申請書（町の申請様式）　②営業実態や業種が確認できる書類（直近の申告書の写し等）
　　　　　③誓約書（町の様式）　④通帳の写し　⑤本人確認書類（免許証等）
申請期限　８月31日㈪
問合せ　産業経済課商工労働観光グループ　☎㉒2515（平日８時30分から17時15分まで）

問合せ　総務課情報グループ　☎㉒2511

支援金の対象事業者・支給要件等

対象者
町内商工業者 宿泊事業者

町内に事業所を有する法人または個人事業者

安平町の給付

一律10万円

―
ホテル・旅館・簡易宿所　30万円

支給要件 ・令和２年５月１日現在、安平町に事業所等がある商工事業者。
・営業等事業所得の申告をされている商工事業者（見込みを含む）。

町の独自支給

町の独自支給

令和2年国勢調査を実施します
　国勢調査は、2020年（令和２年）10月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。
　９月中旬から、調査員がみなさまのお宅を訪問し、調査書類を郵便受けに入れるなどしてお配りし
ます。
　回答は、できる限りインターネットでお願いします（郵送も可能です）。
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